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　　　　　　杉並区住民莚本台帳ネットワークシステム講査会議設置要綱
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　（設置）

第1条住民基本台帳ネットワークシステム（以下r住基ネヅト」という。）の構集に伴う

　法制度上、技術上、運用上あ諸問題にっいて慧見を聴くため、杉並区住民基本台帳ネッ

トワークシステム調査会議（以下r調査会議」という。）を設産する。

　（所掌事項）

第2条　調査会議は、次に掲げる享項にっいて調査検討を行い、区長に報告する。

　（1）　杉並区住民基本台帳に係る個人情報の保護に関する条例（平成13年杉並区条

　　　例第44号）第6条第1項に規定する必要な調査に関するとと。

　（2）　その他区長が必要と認める事項

　（組織）

第3条　調査会議は、住基ネットにづいて学識を有する老で、区長が委嘱する委員3人を

　もって構成する。

（会長）

第4条調査会議1こ会長を置き、委員の互憩こよってこれを定める．

2　会長は、調査会議を代表し、会務を総理する。

（会議）

第5条　調査会議は、会長が招集する。

2　調査会議は、必要があると認めるときは、情報通信技術における専門家の意見を聴く

　ことができる。

3　調査会議の会議は、非公開とする。

（庶務）

第6条　調査会議の庶務は、区民生活部区民課において処理する。

（補則）

第7条こ罐献融るもののほか瀧査会議燵営喉し腰噂項は腔定める。

　　附則
1　こめ要綱は、平成14年7月16日から施行する。

2　この要綱は、調査会議の調査検討結果の区長への報告をもって廃止する。
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